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はじめに

　情報技術の進歩、教育システムの新自由主

義化といった状況が世界各国で進んでいるな

か、先進諸国における教員を取り巻く環境が

大きく変化しており（OECD2005）、様々な

課題に対処可能な教員を養成することが喫緊

の課題として注目されている。OECD の報

告書によると、質の高い教員が十分にいない

こと、教員の地位低下、給与の低下、教職の

人員構成の高齢化などが背景となり、教職

の魅力が低下しているという（OECD2005）。

特にヨーロッパ諸国では定年退職を迎える教

員の数が今後増加することから、質の高い教

員を雇用し、教員の質を維持することが共

通の課題となっている（Niemi, Harford, and 

Hudson, 2012）。同様の状況はスウェーデン

においてもみられ、他の専門職と比較しても

低い給与形態であることやなかなか昇給しな

いことから大学を卒業した学生にとって教職

が魅力的でないこと、質の高い教員ほど教職

を去ることなどが、教職の質を低下させてい

る原因だと考えられている。このように教員

をめぐる諸課題は各国で共通している一方

で、教員を養成するプロセス、その質を保証

するための制度は多様である（Carlgren and 

Klette, 2008）。ヨーロッパではボローニャ・

プロセスのもと高等教育機関の制度的共通

化が進められているけれども、教員養成課

程の内容や質保証制度は他の教育プログラ

ムと比較しても多様性に富んでいる（Niemi, 

Harford, and Hudson, 2012）。

　スウェーデンでは、高等教育機関における
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学習成果に関する議論が進められており、教

職の質に関する上記の見解が教員養成課程の

質保証の必要性を高めている。教員養成課程

での教育が学生の学習および教員としての資

質にいかに影響を与え、長期的な視点でみて

学生が教員になった際に学校で学ぶ生徒にい

かに影響を与えるかという点で注目されてい

る（Åstrand, 2012b）。また教員は教育を実

践する専門職としての職務以上のことが求め

られており、適切なカリキュラムを設計し、

新任教員の指導者になり、同僚と協働して教

育活動を立案、策定することにまで責任が及

んでいる（Carlgren and Klette, 2008）。こ

ういった教職に向けられる様々な要求が、教

員養成課程の質保証の構築をさらに必須のも

のにさせていると考えられる。

　本稿ではスウェーデンを事例に、同国にお

ける教員養成課程の質保証について考察し、

日本の教員養成課程における質保証への示唆

を導き出すことを目的とする。スウェーデン

を事例にする理由として、同国では質の高い

高等教育を提供するため、国レベル・機関レ

ベルでシステム化された質保証枠組が確立し

ていることが挙げられる。高等教育機関にお

ける教員養成課程の位置づけを考えてみる

と、高等教育機関で提供される教育の中でも

教員養成課程の教育内容は多様性に富んでお

り、他の教育プログラムと比べて目標が明確

である（Åstrand, 2012b）。つまり、教員養

成課程を卒業した学生のほとんどが教員にな

るので、教員になるための資質、スキルを修

得なければならないという点で教育目標が明

確だといえる（Åstrand, 2012b）。これまで

の先行研究では、スウェーデンにおける教員

養成課程のカリキュラムに関する考察がなさ

れており（是永 2006、山田 2012、Åstrand, 

2012b）、いかに教員養成課程の学習成果が

定められ、質が保証されているのかについて

は議論されていない。そこで本稿では、教員

養成課程の質保証に焦点をあて、教員として

の資質、スキルをどのように規定し、教員の

専門職性をいかに確立しようとしているの

か、質保証としてどのように教育プログラム

を評価しているのかを考察する。

　本稿の構成は次の通りである。1 節では、

スウェーデンの教員養成課程の変遷について

概説する。これを踏まえ 2 節において、高等

教育機関における質保証枠組を整理し、教員

養成課程の質保証について考察する。高等教

育機関全体の質保証枠組を検討する理由は、

教員養成課程の質保証の上位的位置づけにあ

るからである。全体像を把握することで、教

員養成課程の質保証を考察することが可能だ

と考える。3 節では、リンネ大学における教

員養成課程の内部質保証について考察する。

高等教育法で定められている学習成果がいか

に機関内に取り入れられ、評価が実施されて

いるのかを焦点にしている。最後に、スウェー

デンの教員養成課程の質保証を踏まえ、日本

の教員養成課程の質保証に対する示唆を導き

出す。

１．スウェーデンにおける教員養成教育の歴史

１－１．1840 年代～ 2000 年の教員養成
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改革

　スウェーデンにおいて義務教育の国民学

校（Folkskola）が導入されたのは 1842 年で

ある 1。本節では、義務教育制度が確立した

1842 年以降の教員養成教育の変遷を整理す

る。当時、教員養成教育は職業専門学校にお

いて実施されていた。教員養成教育は 9 か月

ほどの期間で実施され、その教育内容は地

域によって異なり、十分に確立していなかっ

たという（SOU2008）。1842 年以前には、ウ

プサラ、ストックホルム、ルンドの職業専門

学校において教員養成教育が実施されていた

が、全国的なものではなかった。上記の都

市部以外の地方では、無資格の教員がイン

フォーマルな形態で低年齢の児童に対して教

育を行い、地域によってその授業形態は“簡

易的でその場しのぎ”なものだったという

（SOU2008）。1864 年、無資格教員の数が増

加したことに伴い、教員として雇用するため

の最低条件が示されるようになった。その条

件とは、１）文章を読むことができる、２）はっ

きりと書くことができる、３）計算（加減乗除）

ができる、４）公教要理や聖書が理解できる、

であった。教員としての基本的な読み書き計

算の技術が求められていたが、どの程度これ

らの能力が備わっているべきか、どのような

教員養成課程を提供するかなどは定まってい

なかった。

　1865 年、初等教育教員養成課程が成立し、

9 つの教員養成学校で実施された。1989 年に

は 20 校の教員養成学校が設立され、その後

1875 年に中等教育教員養成課程が成立した。

このプログラムでは、専門教科に関する科目

に加え、教育実習、教育学概論、教育史、教

育的課題に関するディスカッションの科目を

履修し、加えて教育的課題に関する論文を 2

本執筆することが必須であった。1915 年に

は履修科目が増え、教育哲学、心理学入門、

学校衛生学、口頭発表に関する科目が追加さ

れた。

　1946 年に学校委員会が設置され、これに

より総合学校の設立が検討された。中等教育

教員養成課程の重要性が指摘され、そのため

の新しいプログラムについて検討された。学

校委員会は、現状の教員養成教育について、

プログラムによって教育内容が分化している

ことが問題だと指摘した（SOU2008）。教育

実践の技能不足に関する問題、教育実践と科

目に関する教育内容との齟齬などから、中等

教育教員養成課程は学術的な科目が不足して

いることが問題視されていた。

　1962 年、学校教育法によって 9 年制義務

教育課程である基礎学校、学習指導要領が制

定され、10 年間で基礎学校の全国配置が実

現した。7 歳から 15 歳のすべての生徒に対

して、同一の無償学校教育を提供することも

義務化された。義務教育課程の制定とともに

教育制度と教育内容についても新たな視点が

取り入れられた。教育制度における新たな視

点として、初等教育と前期中等教育との制度

的接続が整備されたことが挙げられる。基礎

教育課程を低学年、中学年、高学年の 3 段

階に分け、最初の 6 学年 2 は、クラスで主に

一人の教員から教育を受け、7 学年から 9 学
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年 3 では教科によって担当する教員が代わる

こととなった（ハデニウス 2000）。教育内容

における新たな視点としては、社会システム

や知識を学ぶ科目としてオリエンテーション

科が設置されたことが挙げられる。このオリ

エンテーション科は、自然領域オリエンテー

ションと社会領域オリエンテーションによっ

て構成されていた。社会領域オリエンテー

ションでは国民、歴史、地理が学ばれ、発達

段階に応じて学ぶ内容が定められていた 4。

このような学校教育制度の転換は、教員養成

課程の変革を導くことになり、1 学年から 9

学年まで幅広く教えられる教員を養成するこ

とが急務になった。

　1960 年代後半から 1970 年代において、幼

児期から青年期までの総合教育を実現するた

めに、様々な教育改革が実施された。1969

年に新しいカリキュラムが基礎学校に導入

され、1975 年には就学前学校が設立された。

1971 年には普通科高等学校、補習学校、職

業学校の 3 形態の学校が統合され、総合制高

等学校が設立された。これにより、職業訓練

系から大学準備のための理論系など様々な

コースが提供されるようになった。この時期

には教員養成課程においても大きな改革が行

われ、1977 年にすべての教員養成課程が高

等教育機関で実施することが決まった。こ

のように大規模な教育改革が実施される中、

1978 年、教員養成調査委員 1974 (LUT 74：

lärarutbildningsutredning)　が提出した報告

書には、学校や学校を取り巻く環境の変化が

教員の役割に影響を与えていることが指摘さ

れた。LUT74 は、教員は生徒の総合的な自

己発達のための責任をもっており、そのた

めに民主的なアプローチを促し、学校の透

明性を高める必要があると指摘したという

（SOU2008）。また教員は、学校が社会的関 

与を高めるための責任を担っているとし、知

識伝達だけに傾注することは教員の役割では

ないと指摘する。つまり、生徒が自律的に学

習し、分析し、行動できるように支援するこ

とが教員に求められる役割だと考えられてい

た（SOU2008）。

　1977 年以前、教員養成教育は大学以外の

場で行われ、初等教育教員養成は約 15 か所

の職業専門学校で実施されていた。一方で、

教科教員 5 を養成する職業専門学校は 6 か所

であった。LUT74 は、初等教育教員養成に

おいて、一定の共通した内容のカリキュラム

を構築することを提案し、140 単位のうち 20

単位を必修科目とした。140 単位中 60 単位

は、共通教育で、1 年目の教育課程は実践教

育の初歩に関する内容で構成され、教育学、

教育方法論、教育実習は共通教育後に実施さ

れた。2 学期、3 学期は、コミュニケーショ

ンを中心とした共通教育、スウェーデン語と

数学の発展コースで構成されていた。4 学期

から6学期は、60単位の専門教育が行われた。

基礎学校低学年を教える初等教育教員を目指

す場合、社会科学的な環境知識か自然科学的

な環境知識の 2 つから選択しなければならな

かった。どちらも 10 単位の英語、20 単位の

教育実践が必要とされた。環境知識というの

は、地球環境に関する知識だけのことではな
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く、男女平等の環境に関するものも含まれる。

基礎学校高学年を教える初等教育教員を目指

す場合、社会科学、自然科学、外国語（英語、

ドイツ語、フランス語）の選択科目から選ば

なければならなかった。

　1980 年には、基礎学校と総合制高等学校

との内容に連続性をもたせるために、学習指

導要領（Lgr80）が改訂された。この改革に

より、教員養成課程における基礎的な読み書

き計算のスキルの育成、体験主義的な教育手

法が重視された。分野別学習、社会科学、自

然科学に関する分野は教員の基礎的な知識を

構成するものとして重視された。特に社会科

学オリエンテーション、自然科学オリエン

テーションでは細目が提示され、教授内容が

明確に示されるようになった。たとえば、社

会科学オリエンテーションは「人間」「人間

の周囲」「人間の活動―時間的展望」「人間の

活動―社会的展望」「人間の生命と生存に関

する知識：宗教知識」で構成されており、こ

れらについて教授可能な教員の養成が求めら

れた。教員養成課程の中でも高学年の教員を

目指す学生は、特に社会科学と自然科学が重

要視され、取得しなければいけない科目数も

多かったという（SOU2008）。

　1991 年に実施された教育改革では、学校

の管理運営権を地方自治体と各学校に委譲す

ることを目的に、教育システム全体において

大規模な教育・学校制度の改革による規制緩

和・選択の拡大がおこなわれた。これによ

り 1994 年に新しい学習指導要領が承認され、

基礎学校の低学年を 1 学年－ 3 学年、高学年

を 4 学年－ 9 学年にすることになった。この

ような教育改革のもと、教員養成課程もまた

変革を要した。1995 年、教員養成課程調査

委員会が設置され、全国の高等教育機関で提

供されている教員養成課程に関する調査が実

施された。これにより、教員養成課程に学術

的側面が不足している点、履修科目と教育実

習との関連性が希薄化していることなどが指

摘された（Ds 1996:16.）。

　1997 年、 教 員 養 成 委 員 会（ L U K 9 7 ：

Lärarutbildningskommittén）が提出した報

告書では、従来の教員養成課程が科学的知識

の教授が不足している点、学生の選択の自由

を過度に重視している点、重要な学術知識が

不足している点が批判された。LUK97 によ

る調査で、教員養成課程の改革の上でどのよ

うな問題が歴史的に介在しているのか、他国

における教員養成の状況、各機関における教

員養成課程の問題点に関する調査が行われ

た。また教員養成課程を修了した卒業生にも

アンケート調査を実施した結果、当時の教員

養成課程の課題が浮かび上がった。それは、

（１）教員養成は学術的な教育をするべきで

ある、（２）教員は継続性、専門性、効率性

そして高い質で特徴づけられる、（３）教員

養成は将来の職業生活において、継続的な専

門性の発展に必要な基礎を築くためのもので

ある、（４）教員の魅力と地位が高められる

べきである（SOU2008）、の 4 点である。さ

らにこの調査では、異なる学齢児童や学校の

種類によって教員の求められるスキルについ

て分析している。その分析結果として次の 3
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点を共有するべき点だとしている；１）教員

養成教育全体を特徴づける全体的な視野を育

成する、２）すべての教員に求められている

重要な知識やスキル、３）特定の学齢児童、

学校の種類によって求められる知識やスキ

ル。

　上述の調査を通じて、すべての教員が共

通した教育学的知識、スキルをもつ必要性

があると考えられ、2 つの新しい学位―基礎

教育、教科教育―が導入された。幼稚園教

諭、初等学校教諭、中等学校教諭、高等学校

教諭など教員資格段階によって修学期間が多

様（3 年から 5 年半のフルタイムでの修学期

間）であったものをよりシンプルに二つの

学位に置き換えたのである（Åstrand 2006、

SOU2008）。基礎教育は就学前教育、初等教

育低学年（1 － 3 年生）、初等教育高学年（4

－ 6 年生）、課外活動の 4 つの分野に分かれ、

教科教育は、後期中等教育（7 － 9 年生）、

成人教育、職業教育、芸術教育の 4 つの専門

分野に分かれていた。

　以上のような LUK97 の提案した教育内容

が 2000 年から 2001 年にかけて実施された教

員養成改革において反映された。LUK97 に

よる調査を通じて教員養成課程における科

学的知識の育成が課題であるという認識が

高まったことが背景となり、「研究機関とし

ての教員養成課程」が目指された（Åstrand 

2006）。この改革は、プログラム内容をすべ

ての学生が共通して履修する一般教育、教科

別教育、専門教育の 3 つで構成されている。

一般教育は、60 単位配分されており、教員

養成課程に在籍するすべての学生が履修しな

ければならない。その内容は、社会と発展に

関する知識、教授法、特殊教育、情報教育、

スウェーデンの社会と学校の価値観である。

教科別教育は 60 単位で成り立っており、そ

のうち 30 単位の教育実習が含まれている。

専門教育は 30 単位以上で構成されている。

実際のプログラム内容は学生が選択する教育

段階、教科によって修学年数や履修単位数が

異なり、内容もまた多様である。すべての学

生が履修する一般共通科目を設定し、各専攻

による教育分野の育成を設置することで、教

員としての基礎を固め、専門分野を深化させ

ることが目指された。実践的で役に立つと同

時により理論的に高度な教員養成を提供す

ることが目的であった。 (cf. Åstrand, 2006; 

Åstrand, 2012b, p8）.  

　その後 2011 年に実施された教員養成改革

では、教員としての質を保証し、専門性を高

めるために、高等教育法の改訂がなされるこ

とになる。次節では、その改革内容について

概説するとともに、いかにして社会的に教員

の専門職性を高めようとしているのかについ

て考察する。　

１－２．2011年からの新しい教員養成課程

と教員登録

　2009 年の政府公式調査答申である“一番

の教員－新しい教員養成課程 (Bäst i klassen 

– en ny lärarutbildning, Prop. 2009/10:89)6 ”

において、教員養成課程に関する新たな制度

が提案され、教員養成課程を通じて修得でき
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る学位を 4 つにすることとした。その 4 つの

学位とは、就学前教育、初等教育、教科教育、

職業教育である（表１）。上述の通り、この

新しい提案は高等教育法の改訂を要するもの

であり、学位を授与する高等教育機関は新た

に認証評価を受けなければならない。

　4 つの新しい専門職学位は教科に関する知

識、専攻科目以外の知識も求められ、中でも

基礎教育、就学前教育に対してはより一般的

な知識とスキルを身につけること、教科教育

や職業教育については知識の専門性が求めら

れている。卒業に必要な履修単位数は教育段

階によって異なるが、教員養成課程に所属す

るすべての学生は、教育科学科目（一般的な

教育スキルを身につける）（60 単位）、教育

実習（30 単位）を履修しなければならない。

教科教員を目指す学生は、さらに専門教育（90

単位）を履修しなければならない。

　就学前教育は 210 単位で構成されている。

このプログラムは、就学前教育に従事する人

材を育成するためのものであることから、未

来の保育士が修得するべき知識、子どもの

ニーズにあった学習やケアを可能とするスキ

ル、読み・書き・基礎的な計算に関する確か

な知識が求められている。

　初等教育は 3 つの分野に分かれており、就

学前クラスと基礎学校 1 － 3 年生、基礎学校

4 － 6 年生、課外教育である。就学前教育と

基礎学校低学年の教員を養成する初等教育学

学位は、240 単位を修得しなければならない。

このプログラムは、全教科を教えられる幅広

い知識を育成し、生徒の発達に必要な知識を

備えることが求められる。読み、書きの上達

に関する知識、数学に関する知識が必要であ

る。基礎学校 4 － 6 年生を対象にする初等教

育学学位は 240 単位で構成されている。教科

に関する詳細な知識が求められている。ス

ウェーデン語、数学、英語以外の教科（社会

科学教科、自然科学教科、技術）は選択制で、

これらに加えて教育実習がある。課外教育の

教員になるためには、初等教育学学位 180 単

位を修得しなければならない。このプログラ

ムは、教室の外での教育方法に関する知識、

教育実習で構成されている。

　教科教育は基礎学校 7 － 9 年生、後期中等

教育の 2 つに分かれている。基礎学校 7 － 9

年生の場合、270 単位を取得しなければなら

ない。そのうち 195 単位は専攻教科に関する

科目についてで、論文や教育実習も含まれて

いる。複数の教科を教えられるように、3 つ

の教科を専攻しなければならない。これは、

教員の就職率を高めるためである。後期中等

教育の場合、300 ～ 330 単位を取得しなけれ

ばならない。そのうち、225 ～ 255 単位は専

攻する科目に関するもので、論文や教育実習

も含まれる。2 教科教えられるよう、専攻教

科は 2 教科履修しなければならない。

　職業教育を取得するには 90 単位が必要で

ある。このプログラムは期間や場所などに柔

軟性があり、職業教育教員になるための職業

スキルを修得することを目的としている。

　新たな学位は 2011 年秋に導入された。そ

れに先立ち、2011 年の 6 月には教員登録制

度が取り入れられた。具体的には、学位を取
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得し、1 年間の研修期間を修了した者、また

2011 年 6 月以前に学位を取得し 1 年以上教

員として働いている者が登録をする必要があ

る。研修期間は、専門職への入り口を整備す

るため、また教員としての適性を判断するた

めに設けられた。研修期間中、新任教員には

指導係がつき、日々の教務における支援を受

けることができる。1 年間の研修期間を修了

し、教員として適切な人材であると校長が評

価・判断した場合、校長が教員登録の推薦を

することになる。教員登録の手続きを終えた

教員にのみ教員免許が授与される。2013 年

12 月以降、登録をした教員のみ正規雇用さ

れることになった。登録に必要な書類は、（１）

学位記（外国人の場合、外国人教員資格証明

書を提出）、（２）スウェーデン語の語学証明

書、（３）教職履歴書である。2011 年 6 月ま

でにすでに学位を取得している教員は、登録

料はかからない。2011 年 6 月以降に学位を

取得した教員は1500SEK支払う必要がある7。

　校長が研修期間の教員を評価する際、教員

養成課程で学習した内容を身に付けている

か、教員として適切な指導力があるかが評価

項目となっている。つまり、教員養成課程を

修了した学生は、高等教育機関で学習した内

容が引き続き重視されることになり、社会に

出てからも高等教育機関での教育の質がよ

り重視されることになる。Åstrand（2012b）

によると、高等教育機関は教員養成課程を専

門教育として位置付けておらず、重要視され

ていないという。新たな教員養成課程と教員

登録制度の導入は、卒業後も教員としてのス

キル・資質を評価する指針として高等教育機

関での教育内容が重視されるようになり、教

員養成課程を専門教育プログラムとして各機

関が認識するために重要な措置の一つになる

と考えられる。

　次節では、高等教育機関における質保証枠

組について整理するとともに、教員養成課程

の学習成果について考察する。

２．教員養成課程の質保証

２－１．高等教育機関における質保証

　スウェーデンでは 1993 年の高等教育改

革を契機に、高等教育の質向上が掲げられ

た。各機関に大幅な自治権が認可されるよ

うになり、各機関は入学生の選定基準を設

定することが可能となったのである。2007

表１．教員養成課程
就学前教育

（210 単位）
初等教育

（180 ～ 240 単位）
教科教育

（270 ～ 330 単位）
職業教育

（90 単位）
就学前教育 初等教育

および
課外教育

就学前教育
および
基礎学校
１－３年生

基礎学校
４－６年生

前期中等教育・
基礎学校
７－９年生

後期中等教育 職業教育

3.5 年 3 年 4 年 4 年 4.5 年 5 年 1.5 年

出典：高等教育法をもとに作成
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年にはボローニャ・プロセス 8 に参加し、

教育制度を 3 年間の学士課程、2 年間の修

士課程、3 年間の博士課程に統一した。ま

た国際競争力を高めるために、教育の質保

証を強化する政策が進められ、高等教育機

関での学習内容とその結果の評価が重視さ

れるようになったのである。高等教育の質

保証、国際化に係る業務を簡略化し、こ

れらの活動をより明確にするために、組

織再編がなされた。すなわち、高等教育

庁、国際プログラム事務局 (Internationella 

Programkontoret)、 高 等 教 育 サ ー ビ ス 庁

（VHS: Verket för högskoleservice）9 の 三

機関が統合され、2013 年 1 月に高等教育局

（Universitetskanslersämbetet: the Swedish 

Higher Education Authority）と高等教育審

議会（Univiersitets och högskolerådet:  the 

Swedish Council for Higher Education） が

創設されたのである。高等教育局は、高等教

育機関における質の評価、高等教育機関の監

察、統計の管理と分析を行う。高等教育審議

会は、入学管理、外国教育の評価、交換留学

や国際協力に関する情報提供、北欧諸国およ

び欧州諸国間における教育交流、差別の撤廃・

権利と機会の平等に関する促進活動に関する

業務を担う。これまで高等教育庁が担ってい

た質保証に関する業務は前者に引き継がれて

いる。このようにスウェーデンにおける質保

証は、国際的な状況に応じて変容しながら柔

軟に発展してきた。

　2011 年から 2014 年には新たな質保証枠組

が制定され、アクレディテーションとプログ

ラム評価の 2 つで構成されている 10。プログ

ラム評価は学生の学習成果を評価の対象とし

ており、学生の業績（卒業論文）が評価され

る。以前の質保証は教育の過程、カリキュラ

ム、手法などの教育のプロセスを重視してい

た（Nilsson and Wahlén, 2000) が、新しい質

保証ではアウトカム（学習成果）にのみ焦点

を当てている（Högskoleverket, 2011d）。

　学生の業績（卒業論文）の評価をもとに高

等教育局は各機関のプログラムを「最も高い

質」、「高い質」、「不十分な質」の 3 段階で評

価する。具体的な評価過程としては、高等教

育機関、第三者、高等教育局によって段階的

に実施される。各機関は高等教育局によって

定められた自己評価枠組に則って自己評価を

実施しなければならない。自己評価報告と学

生の学習成果をもとに第三者が高等教育機関

を調査し、評価することになっている。第三

者とは、評価対象となるプログラムに関する

専門家、学生、労働者の代表で構成されてい

る。第三者が評価する際、学生の卒業論文が

高等教育規則で定められた学習成果を満たし

ているかが主な焦点とされる。最終的に上記

の 3 段階の評価を行うのは高等教育局で、そ

の評価結果は高等教育局のホームページに掲

載されている 11。

　最終的に「最も高い質」と評価されたプロ

グラムに追加的資金が配分される。不十分な

質と評価された場合、再度モニタリングを受

けることになり、不承認となれば学位授与権

の剥奪が検討されることになる。評価結果を

もとにした追加的資金の配分は、2013 年度



国  際  協  力  論  集　　第 22 巻　第 1 号64

から開始されている 12。

　上述のように学習成果は、学生の卒業論文

が評価の対象となっており、コースやプログ

ラムで学生が提出した卒業論文が評価され

る。これは、学生の能力を評価するために行

われるのではなく、学生がコースやプログラ

ムを修了した時点で、コース／プログラムが

掲げている目標を達成することができている

かどうかが評価される。その際の基準となる

のが高等教育規則において明示されている、

「知識と理解」、「コンピテンスとスキル」、「判

断とアプローチ」である。しかし、卒業論文

を評価対象とすることについては次のような

批判もある。評価者がどの卒業論文を評価す

るのかによって評価が異なること、卒業論文

だけで高等教育規則に掲載されているアウト

カムを達成していると判断することは難しい

（例えば、倫理的視点を養っているかという

側面については卒業論文だけでは判断できな

い）ということである 13。

　それでは、教員養成課程ではどのような学

習成果が設定されているのだろうか。次項に

おいて、教員養成課程における質保証枠組つ

いて考察する。

２－２．教員養成課程における質保証枠組

　現在スウェーデンでは 26 の高等教育機関

において教員養成課程が提供されている。

2008 年の高等教育庁（当時）による評価では、

そのうち 10 機関が不十分な質という評価を

受けた (Hösgkolverket 2008b)。10 機関のう

ち 8 機関において、教員の博士号取得の割合

が低いことが問題として指摘されている。ル

レオ科学大学やマルメ大学では、一般教育の

カリキュラムが不十分であることが問題視さ

れ、不十分な質と評価された。

　高等教育法では、専門的な教員としての資

格を得るために、学生は教育活動において自

律的に活動し、自身の知識と能力を高める資

質を身につけることと明記されている。表２、

表３は教員養成課程における学習成果をまと

めたものである。ここでは、初等教育および

教科教員の教員養成課程における学習成果を

見てみよう。

　「知識と理解」では、専門的実践に求めら

れる教育学的なスキル、最新の研究の理解、

専門職として求められる能力を発達させるこ

と、学習プロセスに関する知識、科学的知識

に基づいた調査や理論の獲得、生徒の学習と

成長を評価するための知識の育成、専門科目

に関する知識と理解（教科教員）が求められ

ている。また、学校に関する歴史、制度、カ

リキュラムに関する知識と理解も求められて

いる。この項目では、学校教育に関する広範

な知識と理解、社会や子どもの変化に応じた

教育実践、科学的知識に基づいた教育実践

が重視されている。「コンピテンスとスキル」

では、生徒の学習の成長の機会を創造する能

力、生徒の知識や経験の活用を通じて学習と

成長を高める能力、生徒の学習と成長を高め

るために自律的に、他者と協働して教育活動

に取り組める能力、教育活動においてジェン

ダーや平等に配慮してコミュニケーションを

とることができる能力、多様な IT 技術を適
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切に活用することができる能力、専門的実践

のために必要なスキルを高めるための教育活

動を実践することができる能力を形成するこ

と、生徒のキャリア支援ができること（教科

教員）が求められている。つまり、教育に関

する知識と理解を活用すること、学校教育に

おいて重要な価値観（民主主義、ジェンダー、

人権など）を養成すること、他者と協力・連

携をとることが重視されている。「判断とア

プローチ」では、自己認識と共感をもつこと、

子どもの人権について科学的、社会的、倫理

的側面に基づいて判断した教育的活動ができ

ること、教育的活動において自身のスキルや

知識を継続的に高められることができること

が求められている。生涯学習の観点から、職

業生活を通じて教員としてのスキル、価値観

を高めることが目指されている。

　学習成果をみると、教員は専門的実践を高

め、社会の変化や子どもの学習と成長に必要

な教育実践のための知識、スキルを身につけ

ることが重視されていることがわかる。特に

専門的実践として教育学的な知識と手法だけ

でなく、科学的理論、量的・質的調査手法な

どを有効に取り入れることも求められてい

る。学習成果においてこれらの点を強調する

ことによって高等教育機関でのプログラム内

容を専門職育成と研究基盤に焦点をあてたも

のにしようとしているのである。

　では、このような学習成果枠組が機関内に

おける質保証においてどのように活用されて

いるのであろうか。次節では、リンネ大学に

おける取組について考察する。

表２．教員養成課程（初等教育）の学習成果

初
等
教
育
お
よ
び
課
外
教
育

就
学
前
教
育
・
基
礎
学
校
低
学
年

基
礎
学
校
高
学
年

知識と理解 専門的実践に必要な最新の調査、研究を含め、課外教育に関する
知識と理解をもっている。 ○

専門的実践のために必要な作業を展開し、最新の調査に関する知
識と理解をもっている。 ○ ○

子どものコミュニケーションと言語の発達に関する知識と理解を
もっており、基本的な読み、書き、計算の知識と理解をもっている。 ○ ○ ○

実用的な学習プロセスを実施することに関する知識と理解をもっ
ている。 ○ ○ ○

専門的実践のために必要な教授法について知識と理解をもってい
る。 ○ ○ ○
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知識と理解 専門的実践のために必要な子どもの成長、学習、ニーズ、状況に
関する知識と理解をもっている。 ○ ○ ○

社会的関係、紛争管理、リーダーシップに関する知識と理解をもっ
ている。 ○ ○ ○

学校システムの組織、学校教育に関連のある政策文書、カリキュ
ラム理論、様々な教育学的・道徳的視点、学校制度の歴史に関す
る知識と理解をもっている。

○ ○ ○

科学的理論、量的・質的調査手法、科学的基礎と立証された事例
と専門的実践のための有効性に関する知識と理解をもっている。 ○ ○ ○

生徒の学習と成長を評価するための知識と理解をもっている。 ○ ○ ○
コンピテンス
とスキル

生徒に意味のある、様々な課外教育を提供することで、生徒の学
習と成長を促すことができる。 ○

専門的知識とスキルを高めるために、批判的に、自律的に活動
し、自身と他者の経験や教育に関連する調査を省察することがで
きる。

○ ○ ○

アイデンティティ、性別、人間関係などの問題に配慮し、コミュ
ニケーションをとることができる。 ○

すべての生徒が学習し、成長するための機会を創造することがで
きる。 ○ ○ ○

生徒同士の学習と成長を促すために、生徒の知識や経験を活用す
ることができる。 ○ ○ ○

生徒の学習と成長を促すために、個人で、または他の教員と共に、
教育活動を計画、実行、評価、開発することができる。 ○ ○ ○

特別な教育ニーズを認識し、これらを対処するために他者と協働
することができる。 ○ ○ ○

生徒の学習と発達について観察し、報告し、分析し、評価するこ
とができる。また生徒や保護者に報告し、協力することができる。 ○ ○ ○

人権や民主主義を含む学校の価値観について話し合うことができ
る。 ○ ○ ○

差別や虐待を防ぎ、立ち向かうことができる。 ○ ○ ○
教育活動においてジェンダーや平等性について考え、話し合い、
視野を確立することができる。 ○ ○ ○

教育活動を支援するために、聞いたり、話したり、書いたりする
コミュニケーション・スキルをもっている。 ○ ○ ○

教育活動において情報技術を安全に批判的に使用することがで
き、様々なメディアやデジタル環境の役割の必要性を考えること
ができる。

○ ○ ○

専門的実践に必要なスキルを高め、教育活動を実践することがで
きる。 ○ ○ ○

判断と
アプローチ

自己認識と共感ともっている。 ○ ○ ○
生徒と保護者に対して専門的なアプローチをとることができる。 ○ ○ ○
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判断と
アプローチ

人権、特に条約に基づいた子どもの人権や持続的開発に関する科
学的、社会的、道徳的側面に関連した教育活動をすることができ
る。

○ ○ ○

教育活動における自身の知識とスキルをさらに高める必要性を認
識している。 ○ ○ ○

出典：Högskoleförordningen (1993:100)
注）○は該当する項目を表している。

表３．教科教員の学習成果
知識と理解 専攻科目に関する幅広い知識、特定の分野に関する深い知識、最新の調査研究

の理解を含め、専門的実践に必要な教科に関する知識と理解をもっている。
青年期の生徒への教育を理解し、実務的な教育に必要な教授法について理解し
ている。
専門的実践に必要な科学と経験の関係に関する知識をもち、科学的理論、質的・
量的調査の手法に関する知識と理解をもっている。
教育活動に必要な子どもの成長、学習のニーズ、能力に関する知識と理解をもっ
ている。
社会的関係、紛争管理、リーダーシップに関する知識と理解をもっている。
学校制度、組織、関連する政策文書、カリキュラム理論、様々な教育学的視点、
学校制度の歴史に関する知識と理解をもっている。
評価に関する知識と理解をもっている。

コンピテンスと
スキル

すべての生徒が学習し、成長するための機会を創造することができる。
自分自身と他者について批判的に、自律的に省察することができ、専門職とし
ての教育テーマや教授方法について高めることができる。
生徒の学習と成長を促すために生徒の知識と経験を活用することができる。
自律的にまたは他者とともに生徒の学習と成長を促すための教育活動を計画
し、実施し、評価し、改善することができる。
特別な教育ニーズを認識し、これらを対処するために他者と協働することがで
きる。
生徒の学習と成長を観察し、記録し、分析し、生徒のキャリア形成に協力する
ことができる。
人権や民主主義などの学校の価値観について話し合うことができる。
生徒の差別やいじめを防ぎ、抵抗することができる。
ジェンダーや平等性の観点にたって、教育活動を考察し、話し合い、実施する
ことができる。
教育活動を支援するために、聞く、話す、書くなどのコミュニケーション・ス
キルがある。
教育活動において安全に批判的に情報機器を使用することができ、多様なメ
ディアやデジタル環境の役割の必要性について考えることができる。
専門的実践に求められるスキルを向上させ、教育活動を行うことができる。
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３．教員養成課程に関する内部質保証の進め

方―リンネ大学の場合

　本項では、教員養成課程の評価の進め方に

ついてリンネ大学の事例について考察する。

リンネ大学はスウェーデンの南東部に位置し

ており、2010 年にヴェクショー大学とカル

マル大学が合併して新設された大学である。

同大学は 150 もの学位取得を目的としたプロ

グラムを提供しており、その他にも専門職

コースや地域と密着した教育プログラムを提

供している。新しい教員養成課程はすべての

教育段階のプログラムで認定評価を受けてい

る。

　リンネ大学では内部質保証構築のためのプ

ロジェクトチームが発足し、2011 年に学生

の卒業論文を対象にした質保証の手法に関す

るパイロット調査が進められた。教員養成課

程に関しては専攻によって提供する教育内

容、期間が異なるため、プログラム全体の学

生の学習成果を評価するための効率的な枠組

が必要になる。教員養課程にはすべての学生

が共通して履修しなければならない教育科学

分野があることに注目し、教育科学分野に焦

点を当て、同大学の教育プログラムを通じて

学生が教員としての科学的知識、教育手法、

科学的妥当性を備えているかを評価してい

る。しかし教育科学分野の授業だけでは学生

の学習成果を適切に評価することは難しく、

一方的な視点だけで学生の学習を評価するこ

とは誤った結果を招きかねないことを考慮

し、学生の卒業論文、学習プロフィールも評

価の対象にすることで、学生がいかに知識、

経験を蓄積させているのかを確認している

（Ulrika et al. 2011）。

　まず、同プログラムに在籍する学生の複数

の論文（各専攻から）をランダムに抽出し、

質を保証するための最低条件となる評点を策

定した。評価の際には３名の外部評価者が参

加し、以下の 5 つの視点で評価される。

・専攻科目の妥当性（論文の課題が明確であ

り、現実的な課題を扱っている）

・課題の選定（研究分野を特定するために専

攻研究を検討している、研究目的が明確で

ある）

・知識の裏付け（研究課題に関連した論文を

調査し、検討している）

・調査の実施（調査の目的に合った仮説をた

て、適切な調査手法を選定し、その調査手

法を活用するための理論的な知識がある）

・結論の提示（調査を実施し、根拠のある結

判 断 と ア プ
ローチ

自己認識と共感をもっている。
生徒と保護者に対して専門的なアプローチをとることができる。
人権、とりわけ条約や持続的発展に基づいた子どもの人権に関する科学的、社
会的、道徳的視点に基づいて教育活動を実施することができる。
教育活動において生徒の知識とスキルを高める必要性について認識している。

出典：Högskoleförordningen (1993:100)
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論がある）

　教員養成課程のシラバスの内容も評価の対

象となる。異なるコースの複数のカリキュラ

ムを評価対象として抽出し、以下の視点で評

価されている。

・論文は、学生が身に付けるべき学習成果を

示しているか。

・どのように学位を取得したのか。

・卒業論文に取り掛かるまで、学生に論文を

読むように指導しているのか。

・卒業論文を執筆するために、学生にどのよ

うなカリキュラムを提供し、どのようなス

キルを身に付けるようにしているのか。

・カリキュラムが提示しているように、学生

は学位を取得するのに必要な知識とスキル

を身に付けているか。

・カリキュラムに質枠組の内容が反映されて

いるか。

・質保証枠組に該当する表現、用語、概念が

使用されているか。

・質保証枠組にあった内容が卒業論文におい

てみられ、カリキュラム内容や学習成果が

示されているか。

　また、学生だけでなくプログラムのコー

ディネーターにも質問紙調査を実施し、教育

プログラムの評価を実施している。質問紙調

査の目的は、どのプログラムの担当者が科学

的アプローチや専門的スキルの向上のための

教育内容を学生に提供しているのかを把握す

るためのものである。担当者の考えを聞き出

すため、記述的な質問紙調査が作成されてい

る。以下が、プログラム担当者に配布した質

問紙の内容である。

・プログラムの内容が学生の体系立てられた

調査を実施することにいかに貢献している

のか。

・プログラムの内容がどのように学生の批判

的アプローチを育成しているのか。

・プログラムの内容が学生の論文執筆のため

のスキル、科学的な結果を議論するための

スキルを高めることにいかに貢献している

のか。

・プログラムの内容がどのように学生の能力

を高めているのか。

　リンネ大学における教員養成課程の評価

は、高等教育法に定める学習成果の枠組をも

とに評価基準を策定し、学生の卒業論文、カ

リキュラム、プログラム担当者への質問紙を

評価の対象としている。学生の卒業論文を評

価する直接評価のみを実施するだけでなく、

学位を授与したプログラムの教育内容、その

教育内容を策定したプログラムの責任者にも

調査を行うなどして、多方面からプログラム

の質を保証することが可能となっている。リ

ンネ大学ではこの評価分析の結果、プログラ

ム担当者がいかに学習成果を重視した質保証

枠組を意識してカリキュラムを構築し、教育

に関する理論と実践の両方を重視して授業を

構成しているかが課題とされている。特に専
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門的実践が身についたかどうか、そのための

理論と実践をいかに学生が身につけているの

かについては、卒業論文やカリキュラム構成

だけで評価するのは容易なことではないと考

えられる。

おわりに

　以上、スウェーデンの教員養成課程の変

遷、現行の質保証枠組について考察した。ス

ウェーデンの教員養成課程は国内外における

社会の状況に応じて柔軟に変化してきたとい

える。かつて教員養成は職業学校において実

施されていたが、1977 年の教員養成改革に

よって高等教育機関において実施されるよう

になった。その背景には幼児期から青年期ま

での総合教育を実現することを目指した教育

改革に必要な教員の育成が求められたことが

挙げられる。つまり単なる知識の伝達者では

なく、スウェーデン社会を構築するために必

要な価値観の養成や社会との関連性を重視し

た教育活動が可能な教員を育成する必要が

あったのである。高等教育機関に教員養成課

程を組み入れることによって、全国で共通の

教員養成課程を提供することが可能となっ

た。2000 年には研究を基盤にした教員養成

課程を構築するため、2010 年には専門職と

しての教員を養成するために教員養成改革が

行われた。高等教育法においても専門的実践

の形成、科学的知識と教育活動との関連を明

記するなどして、高等教育分野における専門

職としての地位を確立しようとしている。

　現在の教員養成課程は、4 つの学位を授与

することで、教育段階にあった確実な知識、

スキルを備えさせることを目指している。教

員養成課程を通じて求められている学習成果

を考察すると、生徒の学習と成長を高めるた

めの専門家として、科学的理論や調査手法に

基づいた教育活動を実施できる知識、スキル

を身につけなければならない。またスウェー

デンにとって重要な価値観である、人権、ジェ

ンダー、民主主義に関する知識、理解を身に

つけ、これらの価値観のために行動できる姿

勢が求められている。学習成果の枠組は学位

取得後も評価の視点となり、教員を志望する

学生は学位取得後、1 年間の研修期間を経て

評価を受けてから教員登録をしなければなら

ない。研修による評価内容は大学での教育内

容を身につけているかを問う質問項目で構成

されていることから、教員養成課程での学習

内容は学位取得後も評価の対象となり、高等

教育機関での教育の質がより重視されること

になる。つまり、理論と実践がいかに関連

し、この両方を未来の教員に身につけさせる

かが教員養成課程の教育内容に不可欠だとい

える。

　本稿では事例としてリンネ大学を取り上

げ、同大学における教員養成課程の内部質保

証に焦点をあてた。同大学では学生の学習成

果として卒業論文を評価対象とした直接評価

だけではなく、シラバスの評価、プログラム

責任者への質問紙調査を行うなどして、多面

的に教育の質を保証する制度を構築してい

る。教育理論と実践の両方をバランスよく身

につけさせるために、いかにプログラムのカ
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リキュラムを構成するかが課題とされてい

る。ただし理論と実践の両方を学生が身につ

けたかを卒業論文による直接評価だけで検討

することは容易ではなく、学生への質問紙調

査や課外活動に関する調査も踏まえて考察す

ることが必要だと考えられる。

　同国における教員の専門職としての位置づ

けを明確にし、教員の質を確保しようとする

国家的な取り組みが、実際に教員の質を高め

ることになるかは今後も継続的な考察が必要

である。また専門職としての位置づけを法的

に、制度的に明確にしようとしても、それが

すぐに社会全体の認識に結びつくわけではな

い点に留意しなければならない。しかし、同

国では国家レベルでの質保証枠組が機関レベ

ルの内部質保証として活用され、教員養成課

程を修了した学生が教育現場にでた後もその

教育内容が評価対象となるように、質保証が

有機的に機能するような仕組みを構築してい

るといえる。

　日本の教員養成課程においても質保証枠組

の構築が機関レベルで注目されており、カリ

キュラムや教育内容などのインプットを通じ

て教員としての質を確保する取組が進められ

ているが、学生が身につけた知識、スキルな

どのアウトプットをいかに評価し、教育プロ

グラムの改善に結びつけるかについては、各

機関において構築が検討されている段階にあ

る。スウェーデンの学習成果を重視した質保

証は、プログラムを評価するための手法であ

り、学生個人がいかに知識、能力をつけたか

を評価するものではない。そのため、同国に

おける質保証の比較を通じて日本への示唆を

得るには次の 2 点に留意する必要がある。第

一に、個々の学生が高等教育を通じていかに

知識、能力を高めたのかという視点で学習成

果（卒業論文）が評価されるわけではない。

つまり、学生個人の成長度合いを見るための

ものではなく、プログラムの教育効果を測る

ために学生の卒業論文が評価対象になってい

るのである。第二に、スウェーデンは高等教

育機関数、学生数が日本と比較しても少ない

ため、全国共通の質保証枠組のもとで、学生

の卒業論文を評価対象にした質保証の構築が

可能である。リンネ大学では、教員養成課程

を評価する際、評価対象を複数設けることに

よって教員養成課程の質を多面的に評価する

制度を構築している。同国の評価手法をその

まま日本に取り入れることは制度的背景や高

等教育機関を取り巻く状況の相違から容易な

ことではないけれども、教員を目指す学生

個々の学習成果と、教員として望まれる成果

を実現することが可能な教育プログラムを考

察する両方の評価体制を重視する手法は参考

になると考えられる。

　本稿では、スウェーデンにおける教員養成

課程の質保証の取組について、国レベル、機

関レベルでの評価制度に着目した。今後の課

題として、より具体的な質保証の取組として

同国における教員養成課程のカリキュラムに

焦点をあて、実際にいかに学生の学習成果の

評価がなされ、教育プログラムの評価・改善

へとつなげているのかを考察することにした

い。
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注

１　それ以前は教会が主体となって教育が行われ
ていた。そのため、それ以前の“教師”とは、
聖書の内容を理解し、解釈し、伝達できる人材
のことを指していた。

２　日本の小学校にあたる。
３　日本の中学校にあたる。
４　たとえば、低学年では地域に関する知識を学

ぶ「地域の地理」が実施され、地域に関する地理、
歴史が教えられた。中学年、高学年では、公民、
歴史、地理が実施された。

５　教科教員とは、後期中等教育（基礎学校高学年、
および高等学校）で専門の教科を教授する教員
のことである。

６　この答申は、2010 年 4 月に国会審議を通過し
た。

７　継続的な教育を受けたことで新たに別の教員
資格を取得した場合、750SEK が必要となる。
就学前教育の教員の場合は 750SEK かかる。
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８　ボローニャ・プロセスとは、ヨーロッパ域内
における大学レベルの交流および協力の促進、
大学の国際的競争力の強化を目的としたもので
ある。具体的には、国家間の単位互換性を高め
ること、共通の評価枠組のもとで国内の枠組を
設定すること、就学サイクルの統一などがある。
高等教育段階は各国によって多様であったこと
から、学士（3 年）―修士（2 年）―博士（3 年）
に統一することになった。

９　高等教育サービス庁は、主にスウェーデン、
海外における学生からの願書申請手続きに関す
る業務を担っていた。

10　2009 年に制定された質保証の枠組は、（１）
学士課程の基準認定（accreditation）、（２）テー
マ別評価、（３）教育に関する評価、（４）研究
の質に関する評価、（５）卓越した教育業績の評
価、の 5 つの項目で行われた。この評価枠組は
2009 年から 2012 年の期間に実施される予定で
あった。しかし、質保証の分野が細分化されて
いることから多くの資金と人材が必要となった
こと、機関側の作業が膨大であることなどが理
由で、2010 年に頓挫した。

11　例えば、ウプサラ大学の経営学学士を授与す
るプログラムは「不十分な質」という評価を受
けた。6 つの評価項目のうち、「専門分野に関す
る知識と理解」、「深い方法論的知識があるか」
の 2 項目において「不十分な質」という評価を
受けている。「専門分野に関する知識と理解」に
ついては、「評価対象となった学生の業績（論文）
では、専門分野に関する広い知識、専門分野の
特定部分に関する深い知識、現行の調査や研究
に関する洞察力といった、専門知識に関する知
識と理解に関する知識が不十分である」とされ
ているだけである。

12　評価結果と財政配分とをリンクさせることに
ついて次のことを理由とした批判が挙がってい
る。つまり、大学の規模によって評価対象とな
るプログラムの数にばらつきがあり、その結果
大学間で追加的資金を得られる機関とそうでな
い機関との間に財政的差額が生じること、追加
的資金を得られなかった大学は財政難に陥り教
育の質を改善するどころか教育の質を低下さ
せ、教育内容の平等性が損なわれる可能性があ
ること（Prop.2009/10:139）、学生の卒業論文の
みに焦点をあてた評価方法への疑問 などであ
る。

13　ウプサラ大学（2012 年 9 月 4 日実施）、ルン

ド大学（2012 年 9 月 6 日実施）、リンネ大学（2012
年9月7日実地）におけるインタビュー調査より。
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The Framework of Quality Assurance and Teacher 
Education in Sweden

TAKE Hiroko＊

Abstract

 This article explores the framework of quality assurance and teacher education 

(TE) programs in Sweden with a particular focus on learning outcomes, and suggests 

ways to build an evaluation system for teacher education in Japan. The author 

discusses how the framework defines the appropriate knowledge, skills, and attitudes 

required to be a teacher, establishes the position of teachers as professionals, and 

evaluates TE programs under the framework. 

 TE in Sweden has flexibly altered in accordance with changes in social 

circumstances both domestically and around the world. After the teacher reforms in 

1977, TE was implemented at Higher Education Institutions (HEIs) and was no longer 

confined to vocational schools. The background of this was that the cultivation of 

human resources, such as teachers, was required for educational reform to actualize 

comprehensive education from childhood to adolescence. It was important to train 

future teachers who were able to not only implement educational activities focused on 

social relationships and had the required values, but also to convey just knowledge. 

By integrating TE programs into HEIs, Sweden was able to provide education under 

fixed conditions across the whole country.   

 According to learning outcomes for TE programs, future teachers are required 

to enhance students’ learning and development and have the knowledge and skills to 

implement educational activities based on scientific academic theory and research 

methodology. They are also required to instill in the students the same values with 

regard to human rights, gender equality and democracy that are deemed important in 

Sweden.  

 This article explores how HEIs implemented quality assurance systems as 

in the case of Linneaus University. It focuses on direct evaluations of students’ 

thesis, and indirect evaluations of the curriculum, questionnaires, and program 
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coordinators. TE programs are thus conducted under a clear evaluation system to 

better comprehend input and output of education, which would be beneficial when 

considering how to implement an evaluation system for TE programs in Japan.


